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〔開会 午前１０時０２分〕 

議長（與谷公孝議員） これより平成２０年第２回尾鷲市議会定例会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがございます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 皆さん、おはようございます。 

 議員の皆様には大変お忙しい中、平成２０年第２回定例会にご出席を賜りまし

て、まことにありがとうございます。今回は、私が市長に就任して初めての定例

会でございます。 

 提出議案につきましては、何とぞ十分にご審議していただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、開会のあいさつとさせていただきます。 

 なお、私の初めての所信表明につきましては、後ほど議案の提案説明の際にさ

せていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（與谷公孝議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告でございますが、お手元に配付の報告書は朗読を省略させて

いただきたいと思います。 

 次に、去る４月２４日、岐阜市において開催されました東海市議会議長会定期

総会、並びに５月２８日、東京都において開催されました全国市議会議長会定期

総会におきまして、永年勤続の表彰が行われ、議員勤続２５年以上の特別表彰を

南靖久議員が、議員勤続２０年以上の特別表彰を真井紀夫議員が受賞されました

ので、ここに謹んでご報告を申し上げます。 

 それでは、ただいまより表彰状の伝達を行います。 

 それでは、最初に南靖久議員のご登壇をお願いいたします。 

〔１６番（南靖久議員）登壇〕 

議長（與谷公孝議員） 表彰状、尾鷲市、南靖久様。 

 あなたは市議会議員の要職にあること２５年、鋭意市政の発展に寄与された功

績はまことに顕著であります。 

 よって、本会表彰規定により、これを特別表彰いたします。 
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 平成２０年４月２４日 

 東海市議会議長会会長 岐阜市議会議長 浅井武司 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（與谷公孝議員） 表彰状、尾鷲市、南靖久殿。 

 あなたは市議会議員として２５年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、そ

の功績は特に著しいものがありますので、第８４回定期総会に当たり、本会表彰

規定によって特別表彰をいたします。 

 平成２０年５月２８日 

 全国市議会議長会会長 藤田博之 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

事務局長（山本和夫君） 続きまして、真井紀夫議員のご登壇をお願いいたします。 

〔５番（真井紀夫議員）登壇〕 

議長（與谷公孝議員） 表彰状、尾鷲市、真井紀夫様。 

 あなたは市議会議員の要職にあること２０年、鋭意市政の発展に寄与された功

績はまことに顕著であります。 

 よって、本会表彰規定により、これを特別表彰いたします。 

 平成２０年４月２４日 

 東海市議会議長会会長 岐阜市議会議長 浅井武司 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（與谷公孝議員） 表彰状、尾鷲市、真井紀夫殿。 

 あなたは市議会議員として２０年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、そ

の功績は特に著しいものがありますので、第８４回定期総会に当たり、本会表彰

規定によって特別表彰をいたします。 

 平成２０年５月２８日 

 全国市議会議長会会長 藤田博之 

〔表彰状授与〕 

〔拍 手〕 

議長（與谷公孝議員） このたびの議員勤続２５年、２０年の特別表彰を受賞されま

した南靖久議員、真井紀夫議員におかれましては、まことにおめでとうございま
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す。心よりお喜び申し上げます。 

 以上で、表彰状の伝達を終わります。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において８番、

髙村泰德議員、１０番、端無徹也議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から６月２３日

までの２１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月２３日までの２１日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第３２号「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算（第１

号）の議決について」から、日程第１４、議案第４３号「尾鷲市福祉医療費の助

成に関する条例の一部改正について」までの計１２議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました１２議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明

を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 私は、このたびの市長選挙におきまして、市民の皆様の力強い

ご支援とご理解をいただき、市政を担当させていただくことになりました。この

場をおかりして、市民の皆様に改めて御礼申し上げます。 

 さて、本日、この議場におきまして、市議会議員の皆様、市民の皆様に、私の

市政運営に当たり、その所信の一端を申し上げることができますことは、まこと

に光栄であり、大きな喜びであるとともに、改めてその責任の重さを痛感いたし

ております。 

 ちょうど４年前、議員にさせていただいたときと同じ気持ちで、この尾鷲市を

愛する気持ちはだれにも負けないとの自負を胸に、初心を忘れることなく、市民

の皆様と一緒になって汗をかき、時には一緒に悩み、苦しみ、今後４年間、気を
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引き締めて市政運営をやっていきたいと考えておりますので、何とぞご理解とご

支援をお願い申し上げる所存であります。 

 また、私は、今後４年間の市政運営に当たり、住みやすいまちづくり・魅力あ

るまちづくりを基本理念とし、市民目線での政治を目指し、中学生にもわかる開

かれた市政を常に意識し、財政改革などにおいても主婦感覚を持って実施してい

きたいと考えております。 

 今の尾鷲市は、多くのことで行き詰まっており、問題も山積しております。将

来のある子供たちのためにも、この状況を変え、明るい未来が見えるまちにする

のが私たち大人の責務であります。それを実現するためには、今までのようなや

り方ではない新しいまちづくりに取り組む必要があります。 

 このたびの市長選挙の際、私は１６の公約を掲げさせていただきました。ちな

みに私が掲げた公約は、１、市長用の黒塗り公用車をなくします、２、市長以下

三役の退職金（１期４年で３,０７０万円）を廃止します、３、これらで浮いた

財源を高齢者に優しい道路整備等の公共事業や乳幼児医療費などの個人負担を軽

くするために使います、４、尾鷲を支えている女性が健康で明るく生活していく

ために、乳がん・子宮がん検診を無料にします、５、会計のプロとして財政再建

に尽力します、６、株式上場準備会社の支援（８社が株式上場を果たしました）

など、これまでの企業経営支援の実績を生かし、起業家支援などを積極的に行い

ます、７、市民の皆様の意見を取り入れたまちづくりを進めるために、若者向け

の「まちづくり工房」と高齢者向けの「ご意見番工房」を設置いたします（工房

とは、単に意見を聞くだけでなく、実際にまちづくりに生かす部署をいいま

す）、８、高齢化に対応するためにも、出張所・公民館を充実します、９、住民

の安心・安全を拡大するため、学校などの耐震強化を推進します、１０、学校の

統廃合については、慎重に再検討します、１１、三木里、八十川土砂問題につい

ては、三木里地区の皆様が仲よくできるような解決策を早急に打ち出しま

す、１２、使いにくい今の施設を、だれもが歩きやすい道や使いやすい施設につ

くり変えます、１３、福祉関連産業の振興及び新たな産業と一次産業などの既存

産業との連携を図ります、１４、中川の悪臭をなくします、１５、夢古道の運営

を向上させるために努力します、１６、新しく柔軟な発想としがらみのない市政

を推進します、であります。 

 この中で、中川の悪臭につきましては、５月２日に事業者から施設の廃止届出

書が提出されたため、中川での悪臭の発生はなくなると思いますが、今後、場内
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に残されている泥状物やダム湖堆積物が適切に処理されることを確認する必要が

あると考えております。 

 また、市長用の黒塗り公用車につきましては、本定例会の中で説明させていた

だいた上、速やかに公売等を行いたいと考えております。 

 さらに、三役の退職金の廃止につきましては、本定例会にまず市長の退職金を

廃止する議案を上程しております。財政状況の厳しい中、これらの削減した財源

を福祉、建設等の事業に充当してまいりたいと考えております。 

 次に、学校などの耐震強化につきましては、３５億円の費用を要する９年間の

整備計画が昨年９月に示されましたが、早急な耐震化を進める観点から、財政面

も含め、この計画の大幅な見直しを行うよう検討を進めております。本年４月に

は、文部科学省から３年、遅くとも５年以内に耐震化するよう伝達があり、また、

先日の中国四川大地震の教訓から、耐震補強工事への国庫補助率を引き上げるな

ど、地震防災対策特別措置法の改正が論議されており、これらの国の動向に注視

しながら、可能な限り耐震補強を早く進め、児童・生徒の安全を確保してまいり

ます。 

 次に、乳幼児医療・一人親医療・心身医療の福祉医療費につきましては、本

年９月診療分から、乳幼児医療費助成対象者を入院・通院とも小学校入学前まで

に拡大するほか、新たに精神障害者保健福祉手帳１級所持者の方々の通院費用を

助成する予定であります。 

 また、本年３月第１回定例会で採択された「透析患者への通院費用の特別支援

を求める陳情」について検討を重ねた結果、福祉を充実させる観点から、７月よ

り通院距離が５キロメートル以上の方を対象に、１人月額２,０００円を支給す

べく予算計上しております。 

 次に、出張所・公民館の充実につきましては、本年４月より出張所のない早田、

三木浦、古江、賀田、梶賀の地区公民館で、住民票等の諸証明発行サービスの試

験運用を開始しており、住民の方々にはご好評をいただいております。今後も本

格運用に向けて、この試験運用を継続し、サービスの充実を図ってまいりたいと

考えております。 

 特に、最重要課題である財政再建につきましては、起債償還が増加する平

成２１年度以降をにらみ、予算編成において全体のバランスを考えながら長期的

な視点に立って取り組んでまいります。また、政策の優先順位の再検討を行い、

先ほど申し上げたように主婦感覚を持って財政運営を進め、財政再建団体には絶
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対にならないよう細心の注意を払う所存であります。 

 今後、これら以外の公約につきましても、一つ一つを地道に実現させるととも

に、山積する多くの課題に対しても積極的に取り組み、市民の皆様と力を合わせ

て「尾鷲市に住んでいてよかった」と思えるまちの実現を目指してまいります。 

 続きまして、今回提案しております議案第３２号「平成２０年度尾鷲市一般会

計補正予算（第１号）の議決について」から、議案第４３号「尾鷲市福祉医療費

の助成に関する条例の一部改正について」までの１２議案についてご説明いたし

ます。 

 まず、議案３２号「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算（第１号）案」につ

いて説明いたします。 

 それでは、お手元に配付の一般会計補正予算（第１号）主要事項説明の１ペー

ジをごらんください。 

 今回、補正をお願いするのは一般会計のみでございます。 

 予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で３,６０１万３,０００

円を追加し、これにより各会計を含めた予算総額を１７９億４,９４９

万２,０００円とするものであります。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の主な概要につきましては、１１款分担金及び負担金８０１万７,０００

円の増額です。これは、養護老人ホームの入所者負担金７９４万５,０００円、

生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金７万２,０００円を合わせて増額するも

のです。 

 １３款国庫支出金１２０万７,０００円の増額です。これは、既存の住民基本

台帳電算処理システムを裁判員制度に適応させるため、システム改修交付金とし

て交付されるものであります。 

 １４款県支出金は、須賀利地区避難路側溝蓋設置工事、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）購入などに伴う緊急地震対策促進事業補助金４９９万９,０００円、

福祉医療費の制度改正に伴う２０８万３,０００円、委託事業である学力アドバ

ンズ事業委託金３０万円の増額や、水力発電施設周辺交付金３５３万７,０００

円の減額などにより３８７万円の増額であります。 

 １７款繰入金は、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入に充当するため地域福祉

基金から２２０万円を、今回の補正予算財源として１,８７５万５,０００円を財

政調整基金から繰り入れるものです。 



－１０－ 

 １９款諸収入１８４万４,０００円の増額は、戸別受信機個人負担分などによ

るものです。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりです。このうち主なものについて、次

のページで説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、議会費ですが、議員報酬手当５７５万６,０００円と議会運営経費２６

万円の減額でございますが、これは議員１名の減によるものであります。 

 次に、総務費ですが、一般管理経費の情報化推進事業では、裁判員制度、モジ

ュール適応業務委託料１２０万８,０００円の計上と住民基本台帳ネットワーク

機器借上料の４９万７,０００円の減額でございます。これは、契約額の確定に

よるもので、後ほどご説明いたしますが、債務負担行為の変更もお願いするもの

であります。 

 企画費では、本市の公共交通機関のあり方を協議するため、尾鷲市地域公共交

通活性化協議会を設立し、その負担金として３０万円などを計上、防災費は、希

望者配布用戸別受信機購入費４００万円、須賀利地区避難路側溝蓋設置工事

費３３０万円、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入費４２０万円などを計上して

おります。 

 民生費は、身体障がい者福祉費では、精神障がい者保健福祉手帳１級所持者の

通院費を９月診療分から助成対象として拡充することによる、心障医療費助成

金１２万円の増額、新規事業として、人工透析患者通院費補助金２１

万６,０００円を計上。乳幼児医療費では、助成対象者を入院・通院とも小学校

入学前までに拡大することから、乳幼児医療費助成金４０４万８,０００円を、

児童福祉費総務費では、放課後児童クラブ運営費委託料として１５０万円の増額

です。 

 続きまして、５ページをごらんください。 

 衛生費では、斎場管理費に炉の修繕料３１５万２,０００円を計上しておりま

す。 

 農林水産業費は、水産振興費でガラモ植生調査委託料２０万円などを計上して

います。 

 土木費は、道路維持費で市内各所道路舗装修繕工事費として５００万円の計上
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です。 

 道路新設改良費は、市内各所道路改良工事費１,８００万円の増額です。 

 公園費は、泉第三児童公園石積擁壁補強工事１００万円の計上です。 

 教育費は、事務局費でＡＬＴ事業が８月から１名体制になることから２３３

万３,０００円の減額、教育振興費は、教育研究推進事業３０万円を計上、社会

教育総務費は、水力発電施設周辺地域交付金が認められなかったため、陶芸教室

移転工事費３５３万８,０００円の減額です。 

 続きまして、債務負担行為であります。 

 債務負担行為の変更につきましては、契約額の確定によるもので、住民基本台

帳ネットワーク機器借上料が限度額１,５６９万２,０００円を１,１２１

万９,０００円に変更するものです。 

 以上をもちまして、「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算（第１号）案」の

説明とさせていただきます。 

 次に、条例案等についてご説明いたします。 

 議案第３３号「尾鷲市監査委員条例の一部改正について」につきましては、

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されたことに伴い、実質赤

字比率などの健全化判断比率を監査委員の審査に付すための改正であります。 

 次に、議案第３４号「市長及び副市長の給与等に関する条例の特例を定める条

例の一部改正について」及び議案第３５号「教育委員会教育長の給与等に関する

条例の特例を定める条例の一部改正について」の２議案につきましては、一括し

てご説明いたします。 

 本議案につきましては、本市の財政状況は依然として厳しい状況が続いている

ことから、引き続き平成２０年７月１日から平成２４年３月３１日までの約４年

間、市長、副市長及び教育長の給料月額の５％削減、期末手当の１０％減額を実

施するものであり、また、私の任期満了等に伴う退職手当を廃止するための一部

改正であります。 

 次に、議案第３６号「尾鷲市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例

の一部改正について」につきましては、尾鷲市水道部矢ノ浜浄水場更新事業の完

了に伴い、尾鷲市水道部事務所位置が変更したことによる一部改正であります。 

 次に、議案第３７号「尾鷲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て」につきましては、非常勤消防団員等に係る災害補償の基準を定める政令の一

部を改正する政令が、平成２０年３月２６日に公布され、同年４月１日から施行
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されたことに伴い、災害補償の対象者の範囲を救急業務協力者等へも拡大しよう

とするものであり、また、配偶者以外の扶養家族に係る加算額について、２００

円から２１０円に引き上げようとする改正であります。 

 次に、議案第３８号「尾鷲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部改正について」につきましては、消防組織法及び消防団員等公務災害

補償等責任共済等に関する法律施行令の規定に準じ、退職報償金の算定基準とな

る勤務年数について、５年未満は支給しないこと、また、任用に当たって、従事

すべき消防事務の範囲、事務の量等その他の事情に照らして、支給対象から除く

ための一部改正であります。 

 次に、議案第３９号「あらたに生じた土地の確認について」及び議案第４０号

「字の区域の変更について」の２議案につきましては、一括してご説明いたしま

す。 

 本議案につきましては、公有水面埋立地の竣工認可に伴い、尾鷲市九鬼町に新

たに土地が生じたため、土地の確認と字の区域の変更につきまして、地方自治法

第９条の５第１項及び第２６０条第１項の規定に基づき議会の議決を求めるもの

であります。 

 次に、議案第４１号「東紀州農業共済事務組合の規約変更に関する協議につい

て」につきましては、東紀州農業共済事務組合の事務所の位置の変更に伴い、規

約の変更が生じたため、地方自治法第２８６条第１項の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

 次に、議案第４２号「尾鷲市手数料徴収条例の一部改正について」につきまし

ては、戸籍法の一部を改正する法律及び地方公共団体の手数料の標準に関する政

令の一部を改正する政令の施行に伴い、戸籍に記載された個人情報を保護するた

め、戸籍謄抄本の交付請求時に本人確認書類の提示を義務づけるための一部改正

であります。 

 次に、議案第４３号「尾鷲市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、県の福祉医療費助成制度の見直しに伴い、助成対象者の拡

大、入院時食事療養費の助成を廃止するための一部改正であります。 

 以上をもちまして、「平成２０年度尾鷲市一般会計補正予算（第１号）」の議決

を始めとする１２議案の説明とさせていただきます。 

 何とぞよろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 
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 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第１５、議案第４４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 事務局長をして、お手元に配付の議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（與谷公孝議員） ただいま議題の本議案につきまして、提案理由の説明を求め

ます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） 議案第４４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」につき

ましては、前尾鷲市教育委員会委員、大川吉久氏が、平成２０年４月１６日をも

って辞職いたしましたので、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４

条第１項の規定により、新たに田中稔昭氏を尾鷲市教育委員会委員として選任い

たしたいので、議会の同意を求めるものであります。 

 田中稔昭氏は、実直、誠実な方で、地域の信望も厚く、人格、識見ともにすぐ

れた方であり、教育委員としてふさわしい方であると考え、選任しようとするも

のであります。 

 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本議案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 １３番、村田議員。 

１３番（村田幸隆議員） 今回の議案４４号なんですけれども、委員会の選任につい

て、今、説明をいただきましたけれども、私は、この件に関しまして、今、教育

委員は２名欠員のはずじゃないかなと思うんですね。今回１名だけでございます

けれども、なぜ１名なのか、２名選出ということにならないのか、その辺事情を

お伺いいたしたいと思います。 

議長（與谷公孝議員） 市長。 

市長（奥田尚佳君） 村田議員の質問にお答えしたいと思いますけども、村田議員が

言われるとおり、４月１６日付をもちまして、この大川吉久氏と、それからもう

一人、若林雅子さんの２名の教育委員が辞職されたということでして、そういう

意味で、私は就任以降、できたらこの６月定例議会に間に合う形で、私として
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は５月にでも臨時議会を開いて２名の選任、副市長を含めてやりたいなという気

持ちは持っていたんですけど、なかなか人選が難しくて、今回とりあえず教育長

の方だけでもということで、こういう形で田中稔昭氏を候補として挙げさせてい

ただいたと。ですから、もう１名の教育委員につきましては、候補者が見つかり

次第、議会の皆様の方にお示ししたいというふうに考えております。 

議長（與谷公孝議員） 村田議員。 

１３番（村田幸隆議員） 事情はよくわかりましたけれども、本来、教育委員という

のは５名をもって教育委員会となすとされておるんですね。それが２名欠員で、

今回１名挙げてきたということで、依然として１名欠員となっておるわけでござ

いますから、市長のご努力はよくわかりますし、事情もよくわかりますけれども、

できるだけ欠員のないように、一刻も早く見つけていただくということを強く求

めておきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

議長（與谷公孝議員） 市長。 

市長（奥田尚佳君） 議員が言われるように、今、教育委員会とも一緒になって人選

を進めておりますので、候補者が見つかり次第、１日も早く議会の皆様の方にご

承認いただきますようお願いしたいと思っていますので、そのときはよろしくお

願いいたします。 

議長（與谷公孝議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４４号「尾鷲市教育委員会委員の選任に

ついて」は、人事案件でもあり、会議規則第３７条第２項の規定により委員会の

付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、本件の委員会への付託は省

略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） 討論がないようですので、これをもって討論を終結いたしま

す。 

 これより採決を行います。 
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 議案第４４号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意

することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 なお、後日、教育委員会を開催する予定と伺っております。その際、教育長の

互選の結果につきましては、本定例会２日目の冒頭にご報告し、ごあいさつをい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、日程第１６、報告第１号「専決処分事項の承認について（平成１９年度

尾鷲市一般会計補正予算第５号）」から、日程第２０、報告第５号「専決処分事

項の承認について（尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正）」まで

の計５件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました５件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、報告案件についてご説明いたします。報告第１号か

ら報告５号の「専決処分事項の承認について」につきましては、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分をしたものであります。 

 報告第１号「平成１９年度尾鷲市一般会計補正予算第５号」の内容としまして

は、さきの第１回定例会終了後、歳入については国、県からの交付金及び交付税

等の交付額の確定、尾鷲物産株式会社様からの公共交通振興給付金や市債の決定

があり、一方、歳出については、普通退職者が生じたことによる退職手当及び財

政調整基金等への積立金、地域振興ゾーン整備事業の事業費確定に伴い、歳入歳

出にそれぞれ７,９７６万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ９３億１,４５０万７,０００円にする歳入歳出予算の補正と認可額の決定に伴

う地方債の補正であります。 

 報告第２号「尾鷲市市税条例の一部改正」につきましては、地方税法等の法律

が一部改正されたことに伴うものであり、改正点といたしましては、個人市民税

では、寄附金税制・証券税制の見直し、公的年金からの特別徴収制度の導入であ

ります。固定資産税では、新築住宅に対する減額特例の延長、省エネ改修工事に

伴う減額措置の創設がなされたことであります。 

 報告第３号「尾鷲市都市計画税条例の一部改正」につきましても、地方税法等
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の法律が一部改正されたことに伴うものであり、改正点といたしましては、地方

税法を引用する条項が改正されたことに伴う条文の整理であります。 

 報告第４号「尾鷲市国民健康保険税条例の一部改正」につきましては、地方税

法が改正されたことに伴うものであり、改正点といたしましては、７５歳以上の

方が後期高齢者医療保険に移行し、７５歳未満の方が引き続き国民健康保険に加

入する世帯の場合、世帯構成や収入が変わらなければ、保険料の軽減は今までど

おり受けられます。また、被保険者が１名となる場合には、被保険者及び後期高

齢者支援金等課税被保険者に係る世代別平等割額を半額にするものであります。

これらは５年間の経過措置であります。 

 報告第５号「尾鷲総合病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正」につきまし

ては、診療報酬を算定する厚生労働省告示が改正されたことに伴う一部改正であ

ります。 

 以上をもちまして、報告第１号から第５号の説明とさせていただきます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で報告は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第１６、報告第１号「専決処分事項の承認について（平成１９年度尾鷲市

一般会計補正予算第５号）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 

 よって、本報告は承認されました。 

 次に、日程第１７、報告第２号「専決処分事項の承認について（尾鷲市市税条

例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 
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 よって、本報告は承認されました。 

 次に、日程第１８、報告第３号「専決処分事項の承認について（尾鷲市都市計

画税条例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 

 よって、本報告は承認されました。 

 次に、日程第１９、報告第４号「専決処分事項の承認について（尾鷲市国民健

康保険税条例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 

 よって、本報告は承認されました。 

 次に、日程第２０、報告第５号「専決処分事項の承認について（尾鷲総合病院

使用料及び手数料徴収条例の一部改正）」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（與谷公孝議員） 挙手全員であります。 

 よって、本報告は承認されました。 

 次に、日程第２１、報告第６号「繰越明許費繰越計算書について（平成１９年

度尾鷲市一般会計補正予算第４号）」から、日程第２３、報告第８号「財団法人

尾鷲文化振興会の平成１９年度決算及び平成２０年度事業計画等について」まで

の報告計３件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告３件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（奥田尚佳君）登壇〕 

市長（奥田尚佳君） それでは、報告第６号「繰越明許費繰越計算書について」につ

きましては、「平成１９年度尾鷲市一般会計補正予算（第４号）」の繰越明許費に

ついて、翌年度への繰越額及び財源内訳を地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定に基づき、ご報告させていただくものであります。 

 内容につきましては、地域介護・地域空間整備補助金４,０００万円を財源内

訳に記載のとおりの財源をもって平成２０年度へ繰り越しとするものです。 
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 次に、報告第７号「財団法人尾鷲市開発公社の平成１９年度決算及び平成２０

年度事業計画等について」、報告第８号「財団法人尾鷲文化振興会の平成１９年

度決算及び平成２０年度事業計画等について」につきましては、総務課長と生涯

学習課長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（與谷公孝議員） 総務課長。 

〔総務課長（仲明君）登壇〕 

総務課長（仲明君） 財団法人尾鷲市開発公社の決算及び事業計画等につきましては、

副市長がご報告するところでありますが、本年度、副市長が未就任でありますの

で、事務局長の私からご報告させていただきます。 

 それでは、議案書の６８ページをごらんください。 

 報告第７号「財団法人尾鷲市開発公社の平成１９年度決算及び平成２０年度事

業計画等について」ご報告をいたします。 

 この報告は、地方自治法２４３条の３第２項の規定に基づくものであります。 

 最初に、平成１９年度事業報告及び決算についてご説明をいたします。 

 １ページをごらんください。 

 事業報告でございますが、１の用地取得事業、２の用地売却事業はございませ

ん。３、その他の用地管理については、記載のとおりでございます。（２）庶務

事項につきましては、経理事務が主なものとなっておりますが、借入金の返済期

日到来により、長期借入金の借りかえを行いました。 

 次に、決算についてご報告をいたします。 

 ２ページをごらんください。 

 正味財産増減計算書でございます。経常増減の部でございますが、経常収益は、

基本財産運用益としまして、基本財産受取利息２万２,７８１円、基本財産受取

配当金１,１００円、受取補助金等は尾鷲市から２４６万１,７６９円受けており

ます。これは尾鷲市駅前広場用地等先行取得している借入金の利息等でございま

す。 

 使用料収入は１２万１,８００円、瀬木山用地の尾鷲漁業協同組合の網洗い場

の土地貸付収入１２万円と中央町用地の中部電力電柱の土地貸付収入１,８００

円でございます。雑収益は普通預金利息の３万１,２４４円でございます。した

がいまして、経常収益合計は２６３万８,６９４円となっております。 

 次に、経常費用でございます。管理費としまして主なものは、長期借入金の支

払利息２３６万７６９円であります。建物減価償却費の３４万２,０００円は、
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本庁舎裏の前開発公社事務所建物の減価償却でございます。 

 経常費用合計は２９７万６,９３４円となります。当期経常増減額はマイナス

の３３万８,２４０円となっております。 

 次に、経常外増減の部でございますが、経常外収益、費用ともございませんで

した。 

 したがいまして、当期一般正味財産増減額はマイナス３３万８,２４０円とな

ります。一般正味財産期首残高が４１２万１,２９９円でありましたので、一般

正味財産期末残高は３７８万３,０５９円となっております。 

 次に、３ページの貸借対照表をごらんください。 

 資産の部につきましては、流動資産の普通預金が３７１万４５９円でございま

す。前年度からの定期預金１,０００万円は、長期借入金の借りかえ時に返済金

の一部に充てております。 

 固定資産では、基本財産の建物１,０６６万４８０円、減価償却引当資産

は、１年分の償却費を上乗せして８３３万９,５２０円、投資有価証券は４

万５,０００円、定期預金が４４万円となっております。その他、固定資産の土

地が３億７,０５８万７,６００円となり、資産合計は３億９,３７８万３,０５９

円となります。 

 次に、負債の部でございます。 

 負債合計は、長期借入金の３億９,０００万円となります。 

 正味財産は、資産合計と負債合計との差額の３７８万３,０５９円となってお

ります。負債及び正味財産合計は、資産合計と一致いたしております。なお、括

弧書きのうち、基本金１,９４８万５,０００円は、基本財産合計と一致いたしま

す。 

 次に、４ページの財務諸表に対する注記でございますが、記載のとおりとなっ

ております。 

 次に、５ページの財産目録をごらんください。 

 先ほど説明いたしました貸借対照表を細分化したものでございます。 

 流動資産の普通預金で、百五銀行から東海労働金庫までで、合計３７１

万４５９円でございます。そのうち第三銀行に残高が多くなっておりますが、現

在、市の指定金融機関になっており、事務上、処理がしやすいということで、主

に取引を行っているからであります。 

 事業資産の土地につきましては、貸借対照表の額と同額でございます。 
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 次に、固定資産の基本財産ですが、建物で１,０６６万４８０円、減価償却引

当預金が百五銀行に８３３万９,５２０円、投資有価証券が紀北信用金庫に１万

円、伊勢農業協同組合に３万５,０００円、定期預金が百五銀行に４４万円とな

っております。資産合計が３億９,３７８万３,０５９円となっております。 

 負債の部でございますが、固定負債としまして、紀北信用金庫に３

億９,０００万円の長期借入金があり、負債合計が３億９,０００万円となります。

したがいまして、正味財産が３７８万３,０５９円となり、貸借対照表のそれぞ

れの数値と合致しております。 

 次に、６ページをごらんください。 

 当公社が所有する期首の土地３カ所の用地につきましては、当期の増加、減少

が な か っ た た め、 期 首 と 同額 で ご ざ いま す 。 し た が いま し て 、 地 積

は５,６８６.６７平方メートル、価格で３億７,０５８万７,６００円となってお

ります。 

 次ページは、監査報告書となっております。 

 引き続きまして、平成２０年度事業計画及び予算についてご説明をさせていた

だきます。 

 １ページの事業計画書をごらんください。 

 用地取得計画及び用地売却計画はございませんが、引き続き用地の有効利活用

の検討を行ってまいります。通常の業務は、用地の管理と庶務事項等でございま

す。 

 次に、２ページの予定正味財産増減計算書をごらんください。 

 当年度予算額のみをご説明いたします。 

 一般正味財産増減の部につきましては、経常増減の部としまして、経常収益は

尾鷲市からの補助金収入３７８万３,０００円、土地使用料収入１２万１,８００

円が主なものとなっております。 

 経常費用は、役員報酬から雑費までの管理費が４４１万７,０００円、その内

訳は、理事会の役員報酬が４万円、建物減価償却費３４万２,０００円、法人県

民税等が２万円、公益法人協会費等が１３万２,０００円、長期借入金の利息

が３７８万３,０００円、雑費１０万円でございます。 

 経常外増減の部はゼロ円となっております。 

 したがいまして、当期一般正味財産増減額がマイナス４８万７,２００円とな

り、一般正味財産期首残高は３７８万３,０５９円でありましたので、差し引き
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ますと、正味財産期末残高は３２９万５,８５９円となります。 

 次に、３ページの予定貸借対照表をごらんください。 

 資産の部でございます。 

 流動資産の現金預金としまして、普通預金が３２２万３,２５９円となり、流

動資産は合計３２２万３,２５９円となります。固定資産としましては、基本財

産の建物１,０３１万８,４８０円、減価償却引当資産は、１年分の償却費を上乗

せして８６８万１,５２０円、投資有価証券は４万５,０００円、定期預金が４４

万円となっております。 

 その他固定資産が、土地３億７,０５８万７,６００円となり、資産合計は３

億９,３２９万５,８５９円となります。 

 次に、負債の部でございます。 

 負債合計は、長期借入金の３億９,０００万円となります。 

 正味財産は、資産合計と負債合計との差額の３２９万５,８５９円となってお

ります。負債及び正味財産合計は、資産合計と一致いたしております。 

 次に、４ページの財務諸表に対する注記でございますが、記載のとおりとなっ

ております。 

 次に、５ページの事業用土地の内訳書でございますが、ごらんのとおり中央町

用地ほか２カ所の用地は、平成２０年度中の売却は予定がございません。 

 以上で説明を終わります。 

議長（與谷公孝議員） 生涯学習課長。 

〔教育委員会生涯学習課長（三木正尚君）登壇〕 

教育委員会生涯学習課長（三木正尚君） 続きまして、報告第８号「財団法人尾鷲文

化振興会の平成１９年度決算及び平成２０年度事業計画等について」ご説明させ

ていただきます。 

 まず、お手元の報告書の１ページをごらんください。 

 財団法人尾鷲文化振興会の概要でございます。設立目的、基本財産、事業内容、

役員構成等が記載されており、ごらんのとおりでございます。 

 次に、２ページをごらんください。 

 事業報告でございます。 

 理事会は３回開催をしております。急を要する案件もございましたので、書面

表決を２回実施しております。 

 次に、３ページをごらんください。 
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 自主事業の実施に当たりましては、運営委員会で検討を行っており、１９年度

は５回開催をしております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 当振興会が主催した事業でございます。洋楽コンサート４回、邦楽コンサート

は２回、映画が７回、計１３回実施をしております。 

 次に、５ページをごらんください。 

 文化会館の管理運営の状況でございます。 

 まず、施設別利用状況でございますが、下段の表にありますように、来館者数

は合計２万９,５９１人、昨年度との比較では１,００２人の減となっております。 

 ６ページは催物別利用状況で、ごらんのとおりでございます。 

 次に、７ページの収支決算書をごらんください。 

 まず、収入の部ですが、基本財産運用収入が８万９,７５１円、これは定期預

金利息でございます。管理受託収入が５,２０３万８,０００円、自主事業による

入場料等収入が３７１万４,８００円、刊行物等販売収入が２９万２,２３８円で

あります。貸館料収入が６８８万１,６６０円で、合計１,０８８万８,６９８円

となっております。前期繰越金は５１９万５,０２９円となり、説明欄にありま

すように、管理費繰越金２９３万４１６円は補正予算に計上し、修繕費等に充当

しております。また、事業費繰越金２２６万４,６１３円は、記念事業費として

積み立てております。以上、収入合計は６,８２１万６,４８８円であります。 

 なお、未収金の３８万３,４１４円につきましての詳細は、１１ページで報告

をいたします。 

 次に、８ページの支出の部の事業費をごらんください。 

 このうち主なものとして、臨時雇用賃金が８万４,５７４円で、消耗品費

は４７万９,７２６円でございます。 

 次に、印刷製本費８８万８,０７５円と賃借料２２３万７,２４２円は、流用額

の欄にありますように、それぞれ増額となっておりますが、これは事業を多く組

んだことにより、ポスター、プログラム、チケット等の印刷が増加したことによ

るものです。 

 次に、委託費の５００万３,３３５円は、自主事業の委託料で５８万４,８５１

円の差額となっております。 

 食糧費の８万３,４９７円は、舞台ボランティアの食事代で、宣伝広告費６５

万１,２５０円は新聞広告掲載料等でございます。 
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 以上、事業費合計が１,０４３万２,９８９円となっております。 

 なお、未払金の詳細につきましては、１１ページで報告をいたします。 

 次に、９ページの管理費をごらんください。 

 主なものは、職員１名の給料手当が６９４万６,６８４円で、臨時職員５名の

臨時雇用賃金８４５万７,４０２円は、１５６万２,５９８円の差額となっており

ますが、これは前館長が昨年８月に退職したことが主な要因となっております。 

 修繕料１９６万６,１００円につきましては、収入の部の繰越金で申し上げま

したように、会館の修繕料として支出をしております。 

 光熱水費は９７６万１,６２９円で、会館設備保守点検の委託費が１,５０３

万６,７９６円となっており、決算額合計が４,９６０万３,８６２円で、４９２

万１３０円の差額が生じております。 

 なお、未払金の詳細につきましては、１１ページで報告いたします。 

 次に、１０ページをごらんください。 

 特定預金支出でございます。退職手当積立預金支出の５３万２,３９４円は、

職員１名分の退職金積立金でございます。事業費等積立金２２６万４,６１３円

は、会館の修繕料と同様に前年度からの繰越金を積み立てたものでございます。

特定預金支出合計は２７９万７,００７円となっております。支出額合計

は６,２８３万３,８５８円で、５３８万２,６３０円は次年度への繰越金となっ

ております。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 未収金、未払金等の内訳でございます。未収金は、吹奏楽部定期演奏会と医療

シンポジウムは、会館利用が年度末であったため未収となっていますが、合

計３８万３,４１４円は既に収入済みとなっております。 

 未払金は明細のとおりですが、事業費、管理費、消費税等はすべて支払い済み

でございます。 

 次に、１２ページをごらんください。 

 貸借対照表でございますが、資産の部はごらんのとおりで、流動資産と固定資

産の合計は４,８４４万７,４７７円でございます。 

 負債の部では、負債合計が７２９万４,３９６円となり、正味財産として

は４,１１５万３,０８１円となっております。 

 次に、１３ページから１４ページをごらんください。 

 まず、経常増減の部でありますが、基本財産運用益８万９,７５１円、事業収
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益１,０８８万８,６９８円、受取補助金等５,２０３万８,０００円、雑収

益５,０１０円で、経常収益が６,３０２万１,４５９円となっております。経常

費用としては、事業費計が１,０４３万２,９８９円、管理費計が４,９６０

万３,８６２円で、計６,００３万６,８５１円となり、当期経常増減額は２９８

万４,６０８円であります。 

 次に、経常外増減の部でありますが、経常外費用計が２７９万７,００７円と

なり、当期経常外増減額はマイナス２７９万７,００７円となります。 

 当期一般正味財産増減額は、当期経常増減額２９８万４,６０８円から当期経

常外増減額マイナス２７９万７,００７円を差し引いた１８万７,６０１円と、一

般正味財産期首残高は４,０９６万５,４８０円を加えた正味財産期末残高

は４,１１５万３,０８１円となっております。 

 １５ページは、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高の内訳でございま

す。基本財産の定期預金３,０００万円は、ごらんの金融機関に預金をされてお

ります。特定資産の普通預金は１,０４７万９,５６４円で、当期末残高合計

は４,０４７万９,５６４円であります。 

 １６ページは財産目録で、ごらんのとおりでございます。 

 １７ページ及び１８ページは、報告いたしました収支計算書を「公益法人会計

における内部管理事項について」に示された様式で表記をいたしております。 

 次に、１９ページは、収支計算書に対する注記で、ごらんのとおりでございま

す。 

 ２０ページは、去る５月１６日に実施をいたしました監査報告書でございます。 

 以上をもちまして、平成１９年度事業報告及び決算の報告とさせていただきま

す。 

 続きまして、平成２０年度事業計画及び予算についてご報告いたします。 

 報告書の１ページをごらんください。 

 平成２０年度の基本方針はごらんのとおりでございます。 

 次に、事業計画でございますが、２ページに理事会の開催予定を、３ページに

は運営委員会の開催予定をそれぞれ記載をしております。 

 ４ページは自主事業計画で、本年度は７月に講演会とジャズ、９月にはお笑い

ライブを開催するほか、６回の映画会を含め、１１月の全国尾鷲節コンクールも

共催するなど、計１３回の自主事業を計画しております。 

 次に、５ページの収支予算書をごらんください。 
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 まず、収入の部では、基本財産運用収入が定期預金利息の９万円、管理受託収

入が４,９５９万６,０００円、これは尾鷲市との委託契約に基づく収入でありま

す。事業収入は１,１４０万円で、収入合計額が６,１０９万３,０００円となっ

ております。 

 次に、６ページの支出の部、事業費をごらんください。 

 これは当振興会が実施をします自主事業にかかわる経費でございます。このう

ち主なものは、賃借料が１８４万５,０００円、委託費が７１５万８,０００円と

なっており、予算合計が１,１４０万５,０００円となっております。 

 次に、７ページの管理費でございます。これは当館の維持管理に要する経費で

あります。基本的に過去の予算を参考にいたしまして、経費削減の予算編成とな

っております。給与手当が６９７万円、福利厚生費が２２４万４,０００円、臨

時雇用賃金が職員４名分で８９８万８,０００円を計上しております。 

 光熱費として９７２万円、浄化槽法定検査等の手数料として１９７

万９,０００円、当会館の保守管理業務としての委託費が１,５４５万８,０００

円、予算合計が４,８４４万９,０００円で、前年度と比べ３１４万５,０００円

の減となっております。 

 次に、８ページの特定預金支出でありますが、合計１２３万９,０００円、し

たがいまして、支出額合計が６,１０９万３,０００円で、前年度と比べ２３４

万９,０００円の減となっております。 

 ９ページから１２ページは公益法人会計基準で表記されており、１３ページか

ら１４ページは「公益法人会計における内部管理事項について」に示された３区

分の様式で表記をいたしております。 

 以上、財団法人尾鷲文化振興会の平成１９年度決算及び平成２０年度事業計画

につきましてのご報告とさせていただきます。 

議長（與谷公孝議員） 以上で報告は終わりました。 

 この際、報告に対し質疑がございましたら、報告案件であることをご留意の上、

発言願います。ご質疑はございませんか。 

 ３番、三鬼孝之議員。 

３番（三鬼孝之議員） 報告第７号「財団法人尾鷲市開発公社の１９年度決算及び平

成２０年度の事業計画について」、質疑をいたします。 

 報告事項ということで、議長のお話で、議会から議会改革ということで外郭団

体に議員さんが役員として入っていないので、議員がこういう外郭団体の経理に
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意見を述べるのはこの場だと思いますので、その辺のところでご理解して質疑を

いたしたいと思います。 

 開発公社については、先ほど総務課長がご説明のように、三つの用地を保有す

る中で、今後、有効活用をするということでございました。現在は開店休業とい

うか、管理費等が一般会計から公社に出されております。 

 それで、一般会計から２款の総務費、１項総務管理費から毎年負担金が出てお

るわけでございますけれども、１８年度は２３２万円一般会計から出て、公社の

経理では２３１万９,０００円計上されておりまして、これは合っているのかな

と思いますけども、平成１９年度と２０年度の一般会計から出ている負担金の金

額と開発公社の経理のされた中での数字が違うんです。その辺はどうしてかなと

思うんですが、例えば１９年度は２４７万円当初予算で出ておりまして、これが

補正は計上がずっとなかったと思うんです。それで、公社の一般会計からの負担

金の補助金の金額を見ると２４６万１,７６９円、８,２３１円差額があるのかな。

この数字がどうされたのかということと、それから平成２０年度、一般会計か

ら３９０万円開発公社の方に出ております。それで、この２０年度の金額を見ま

すと、市からの補助金が３７８万３,０００円ですね。これで１１万７,０００円

差額があるんですね。これはどういう意味があるのか。ちなみに文化振興会の確

認をしましたけども、一般会計の金額と文化振興会の受け入れの金額は合致して

おりました。その辺で、その差額の分はどうされておるのかなという思いがある

ので、まずその点をお聞きしますのと、毎年、建物の減価償却、ずっと３４

万２,０００円積み立てておりますね。そして今、開発公社がこういう休業状態

の中で、果たして減価償却引当預金で積み立てなければならないのかなという思

いがあります。このことについては、規則、経理規定の中で原則として減価償却

相当額を特定資産として積み立てなければならないというようなことで、現在、

百五銀行に８３３万９,０００円積み立てされております。それで、市長もこれ

から財政再建というようなことで取り組むと思うので、金額は少ないですが、毎

年こういう３００万円程度の一般財源から負担金を出しておるという状況の中で、

これはもっと規約を変えて、この減価償却引当金の資産の預金を取り崩して、多

額の借入金がありますので、それに充てるか、今後の管理運営費に充てるか、そ

ういうことはどうかなという思いがありますので、その辺のところをよろしくお

願いいたしたいと思います。 

議長（與谷公孝議員） 総務課長。 
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総務課長（仲明君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 まず、１９年度の決算の補助金と支払利息等が合致しないという点でございま

すが、尾鷲市の補助金が、１９年度は受取補助金が２４６万１,７６９円でござ

います。それで、経常費用の管理費の支払利息が２３６万７６９円、これと雑費

の中に、雑費が１０万２,３６５円でございますが、この２０年の３月２５日が

長期の借りかえがございましたので、その関係で銀行の契約等の印紙代等、それ

から印鑑登録証明書等で１０万１,０００円かかっております。それを合計いた

しますと、支払利息と雑費と２４６万１,７６９円となるということで、尾鷲市

からの受取補助金と合致をしております。 

 それから、２０年度の予算でございますが、これにつきましては、１９年度の

残金、実は１９年度３月２５日が借りかえ日でございましたので、２５日か

ら３１日までの利息が発生します。そのことから補正予算には間に合わないとい

うことで、１９年度の一般会計予算が２４７万円でございましたが、その残金が

決算で残るということになります。 

 次に、建物の減価償却のお話でございますが、これにつきましては、開発公社

につきましては建物が存在して、過去には減価償却をしてなかったということを

聞いております。それから、何年か前に県の公益法人の監査が２年ぐらいに一遍

あります。そのときに建物がある以上は減価償却をしなさいという指示、指摘を

いただいたということから減価償却をして積み立てをしております。 

 以上でございますが、よろしいですか。 

３番（三鬼孝之議員） その積み立ての金額を今後どうするかということを問うてお

るわけです。 

議長（與谷公孝議員） 総務課長。 

総務課長（仲明君） 現在のところ、現在の規定でそのまま進めていきたいというふ

うに考えております。 

議長（與谷公孝議員） ３番、三鬼孝之議員。 

３番（三鬼孝之議員） 経理の仕方は、市長はプロですからあれですけど、今後指導

されると思いますけれども、一般会計から出ている負担金の部分については、入

として開発公社はきちっとその数字を載せて、そして、その中から運営費の各勘

定科目での部分はきちっとやるべきじゃないんですか。そして、今、課長の言う

とるのはようわからんけども、出納閉鎖は５月でしょう。５月ですね。そ

の８,２３１円の余ってきたという分については雑収益で入れるということです
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か。その辺、処理の仕方がわからんのですが。それと、２０年度の１１

万７,０００円についても、どういうことなんですか、それは。 

 それと、市長はなりたてですから、今後、開発公社の役員会等でいろいろと運

営について役員会で協議されるんでしょうけども、この八百数十万円の減価償却

引当資産の積立金、これはやはり眠っているんですね。それで、金利が低い時代

ですから、借入金利の方がはるかに高い。だから、そういう運営をするに当たっ

て、年間一般会計の２３０万円程度浮いてくるわけですから、そのような方向で、

土地の有効活用なんかは、これは今のところできるんですわな。事業計画でもそ

のままになっておるでしょう。ですから、この減価償却引当金の積立金の八百数

十万円はもっと、それこそその部分で有効活用できないかなという思いがありま

すので、市長は開発公社の理事長じゃないんですか。その辺のところはどうでし

ょうか。 

議長（與谷公孝議員） 市長。 

市長（奥田尚佳君） 三鬼議員の質問にお答えしますけども、議員が言われるよう

に、１９年度におきましては、この８,２３１円の一般会計からの出した分と違

うと。こういうわかりにくいようなことは今後ないように、私の方からもしっか

りと指導したいなと思っています。 

 それから、減価償却引当預金８３３万９,５２０円ですね。本当に議員が言わ

れるとおりだと思いますね。規定がこういうふうになっているということのよう

なんですけども、確かに今、議員が言われたように、これは眠っている預金です

ので、この１９年度におきましては、以前、議会の方から指摘があったよう

に、１,０００万円の定期預金に関しましては、もう借入金の借りかえ時に返済

に充てたということで、４億円の借入金が３億９,０００万円になったというこ

となんですけども、こういうものも借入金の返済に充てたりとか、そういうよう

な形で、やっぱり眠ったままにしておくというのはもったいないと思いますので、

できることならそういう形で進めたいなと考えております。 

 以上です。 

議長（與谷公孝議員） 総務課長。 

総務課長（仲明君） ８,２３１円の部分でございますが、開発公社では利息が確定

したまで２回に分けて尾鷲市へ請求していますもので、今回の尾鷲市補助金

の２４６万１,７６９円しか請求していない、受け取っていないということにな

りますので、一般会計の方に８,２３１円、決算として残っていくということで
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ございます。 

 それから、当初予算の方も、２０年の予算の方につきましても、一般会計

で３９０万円予算化しておりますが、今回３７８万２,９９９円ということでご

ざいますので、これにつきましては、今回の借りかえの利息が決定しましても、

今議会で承認をいただいたら、また補正対応で減額をしたいというふうに考えて

おります。 

議長（與谷公孝議員） ３番、三鬼孝之議員。 

３番（三鬼孝之議員） はい、わかりました。市長は市長になりたてで物わかりが大

変早いなというようなことで感心しておりますけども、ぜひ休眠の積立預金です

から、もっと有効活用していただくことを最後にお願いしておきます。 

 以上です。 

議長（與谷公孝議員） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 議題の件は報告でありますので、これをもって終結いたします。 

 次に、日程第２４、選挙第１号「三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員の

選挙について」を議題といたします。 

 事務局長をしてお手元に配付の議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（與谷公孝議員） お諮りいたします。 

 ただいま朗読の選挙につきましては、その選挙の方法を地方自治法第１１８条

第２項による指名推薦にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦によ

ることに決しました。 

 次に、指名の方法についてお諮りいたします。 

 指名につきましては、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決しました。 



－３０－ 

 それでは、三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員には、奥田尚佳市長を指

名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました奥田尚佳市長を三重県後期高齢者医療

広域連合議会の議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（與谷公孝議員） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

とおり、奥田尚佳市長が、三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選され

ました。 

 ただいま三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選されました奥田尚佳

市長が議場におられますので、会議規則第３２条の２項の規定によって、当選を

告知いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、明日４日から９日までを休会とし、１０

日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午前１１時３４分〕 
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